
質問回答書

取扱番号：第　34-2　号

工事名：令和6年度マンホールトイレ設置工事第3工区

質疑

番号 図面番号 質　　疑 回　　答

1

特記仕様書 特記仕様書6頁に記載の残土処分・残塊処

分（アスファルトコンクリート・路盤材）

の表で「アスファルト塊　茨木市泉原

6.8km」とありますが、6.8kmでは茨木市

泉原の処分地に到着しないと思いますが、

茨木市泉原の処分地が正として積算すれば

よろしいですか。それとも6.8kmの表記を

正として積算すればよろしいですか。その

どちらでもない場合処分地・運搬距離をご

教示ください。

誤記です。「アスファルト塊　門真市東田

町  6.8km」としてお見積りください。


